
専修大学における人を対象とする研究倫理審査部会および専修大学における

人を対象とする生命科学・医学系研究倫理審査員会（2022年度）

部 会 名 人を対象とする人間科学部心理学科研究倫理審査部会 設置部局 人間科学部（心理学科）

審 査 対 象

審 査 内 容

部 会 長

委 員

部 会 名 人を対象とする人間科学部社会学科研究倫理審査部会 設置部局 人間科学部（社会学科）

審 査 対 象

審 査 内 容

部 会 長

委 員

部 会 名 人を対象とする大学院研究倫理審査部会 設置部局 大学院委員会

審 査 対 象

審 査 内 容

部 会 長

委 員

部 会 名 人を対象とするスポーツ研究所研究倫理審査部会 設置部局 スポーツ研究所

審 査 対 象

審 査 内 容

部 会 長

委 員

部 会 名 人を対象とする人文・社会科学系研究倫理審査部会 設置部局
経済学部，法学部，経営学部，商学部，文

学部，国際コミュニケーション学部

審 査 対 象

審 査 内 容

部 会 長

委 員

兵頭　淳史（経済学部教授）

飯　考行（法学部教授）、関根　純（経営学部教授）、西居　豪（商学部教授）、廣川　和花（文学部教

授）、斎藤　達哉（国際コミュニケーション学部教授）

教員、研究員（大学院の授業科目のみを担当する兼任講師、研究科所属の客員教員・研究員）

学生（正規大学院学生、研究生、特別聴講生、聴講生、委託生、科目等履修生）

審査対象者が計画する研究計画のうち、人権の保護及び法令等に基づく手続きが必要なもの。

《人を対象とする研究倫理審査部会》

岡村　陽子（人間科学部教授）、澤　幸祐（人間科学部教授）、吉田　弘道（人間科学部教授）、池田　彩夏

（人間科学部講師）

大久保　街亜（人間科学部教授）

靏　理恵子（人間科学部教授）

永野　由紀子（人間科学部教授）、藤原　法子（人間科学部教授）、菱山　宏輔（人間科学部教授）、村上

彩佳（人間科学部講師）

遠山　浩（経済学部教授）

坂口　明義（経済学部教授）、内藤　光博（法学部教授）、大槻　文俊（法学部教授）、伊藤　博明（文学部

教授）、馬場　純子（人間科学部教授）、馬塲　杉夫（経営学部教授）、山崎　秀彦（経営学部教授）、小林

守（商学部教授）、菱山　淳（商学部教授）

佐藤　満（経営学部教授）

飯田　義明（経済学部教授）、富川　理充（商学部教授）、平田　大輔（文学部教授）、柏木　悠（商学部准

教授）

人間科学部心理学科所属教員、心理学分野に関する研究者

人を対象とする心理学分野に該当する研究について、倫理に関する観点から審査を行う。

原則として社会学科所属専任教員および社会学科専任教員の推薦を受けたもの

人を対象とする社会学的研究の実施計画などの倫理審査に関すること。

スポーツ研究所所員及び研究倫理委員会で認めたもの

人を対象とする研究について、科学的立場及び倫理的立場から審査。

①スポーツ科学の調査および実験

②個人または集団を対象に、その行動、心身もしくは環境等に関する情報を収集し、またはデータ等を採取す

る作業

経済学部，法学部，経営学部，商学部，文学部，国際コミュニケーション学部所属の教員

人を対象とする人文・社会科学系研究の実施計画などの倫理審査に関すること。



専修大学における人を対象とする研究倫理審査部会および専修大学における

人を対象とする生命科学・医学系研究倫理審査員会（2022年度）

部 会 名 人を対象とする社会知性開発研究センター研究倫理審査部会 設置部局 社会知性開発研究センター

審 査 対 象

審 査 内 容

部 会 長

委 員

部 会 名 人を対象とする情報学に関する研究倫理審査部会 設置部局 ネットワーク情報学部、情報科学研究所

審 査 対 象

審 査 内 容

部 会 長

委 員

委 員 会 名

審 査 内 容

委 員 長

委 員

山下　清美（ネットワーク情報学部教授）、望月　俊男（ネットワーク情報学部准教授）、石井　健太郎

（ネットワーク情報学部准教授）、関根　純（経営学部教授）、間嶋　崇（経営学部教授）

大久保　街亜（人間科学部教授）

相澤　勝治（経営学部教授）、佐竹　弘靖（ネットワーク情報学部教授）、岡村　陽子（人間科学部教授）、

中村　國則（成城大学社会イノベーション学部教授）、吉田　毅（中京大学大学院スポーツ研究科教授）

大矢根　淳（人間科学部教授）

嶋根　克己（人間科学部教授）、国田　清志（商学部教授）、飯沼　健子（経済学部教授）、神原　理（商学

部教授）、菱山　淳（商学部教授）、金井　雅之（人間科学部教授）

小杉　尚子（ネットワーク情報学部教授）

《人を対象とする生命科学・医学系研究倫理審査委員会》

本学における生命科学・医学系研究のうち、侵襲を伴わないものから軽微な侵襲を伴うものの研究計画が、人

を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針に適合しているかを審査。

人を対象とする生命科学・医学系研究倫理審査委員会

社会知性開発研究センター運営委員会委員の推薦を受けたもの

ネットワーク情報学部の教員、情報科学研究所の所員・参与・準所員・研究員、研究倫理委員会で認めた者

人を対象とする情報学に関する研究全般について、倫理に関する観点から審査を行う。

人を対象とする社会知性開発研究センターに関連する研究計画について、倫理に関する観点から審査を行う。


